
水産物流通機関調査票
【魚　市　場　用】

平成15年11月1日調査

　　　　〔指標欄〕

　記入上の留意事項

　１　この調査票は、魚市場の方が直接記入していただくようお願いします。
　２　記入に当たっては、「水産物流通機関調査票（Ⅰ）の記入の仕方」の注意事項及び調査票
　　に記載されている注意事項をよく読んで記入されるようお願いします。
　３　調査票の内容については、本年（平成15年）の11月1日現在で記入する箇所と、過去1年間で
　　記入する箇所があります。なお、過去1年間という場合は、平成14年1月1日から平成14年12月
　　31日までを指します。
　４　調査票への記入には、シャープペンシルか鉛筆を使用して下さい。
　５　数字は、算用数字で１マスに１字ずつ右につめて記入して下さい。

　次回、お伺いしますのは　　月　　日　ですので、それまでに該当箇所の記入をお願いします｡

　なお、記入に当たって分からない点がありましたら、調査員におたずねください。

 この調査票は、統計以外の目的（税金の
 徴収など)に使用することはありません。

市 場 名

名 称

番 号

市区町村
都府県
(支庁)

漁業地区
大
海
区

大海区名

市場一連
番　　号

2003 年 漁 業 セ ン サ ス
流 通 加 工 調 査指定統計第67号

漁業センサス
農 林 水 産 省

　秘

様式調第８号
　(Ⅰ)

電 話 番 号

調査員氏名
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　　１　市場の種類について、いずれか一つに○印を記入して下さい。
　

　　２　市場の開設者について、いずれか一つに○印を記入して下さい。

　

　　３　水揚げ又は搬入された漁獲物を卸売りするために、
　　　使用できる売場の最大面積を㎡単位で記入して下さい。
　　　　　　　　　（小数点以下は四捨五入して下さい。）

　　４　11月1日現在、魚市場に所属する水産物卸売業者と
　　　水産物買受人の人数を記入して下さい。

　　５　過去１年間に開場した日数を記入して下さい。
　

　　６　過去１年間の取扱高について、数量欄に水産物取扱数量を、
　　　金額欄に水産物取扱金額を記入して下さい。

(㎡)

③

(人)

水 産 物 卸 売 業 者 数

水 産 物 買 受 人 数

④

⑤

(日)

年 間 開 場 日 数 ⑥

(万円)

金

額

総 額

う ち 活 魚

うち輸入品

（トン）

総 数 ⑦

数

量

う ち 活 魚 ⑧

水 揚 量 ⑨

搬 入 量 ⑩

うち輸入品

⑬

⑭

⑫

　会社に該当するものは、名称中
に「株式会社」、「有限会社」、
「合名会社」及び「合資会社」と
いう文字を含みます。

中 央 卸 売 市 場

地 方 卸 売 市 場 ①

１

２

地 方 公 共 団 体

漁 業 協 同 組 合

漁 協 連 合 会

個 人

会 社

②

１

２

３

４

５

「その他」の内容を具体的に記入します。

　過去１年間に魚市場へ上場さ
れた水産物（活魚、生鮮品、冷
凍品、加工品）の数量をいい、
第１次水揚量（内水面漁業、養
殖業による生産品を含む。）の
ほか、他の漁業地域からの搬入
量及び輸入品も含みます。

３そ の 他

　「中央卸売市場」は、８以降の設問につ
いて記入してください。

　前記の数量欄で記入した、魚市
場に上場された数量に対応する総
金額を記入します。
　また、活魚及び輸入品の金額を
うち数として記入します。

⑪
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　　７　活魚槽の有無について、いずれか一つに○印を記入して下さい。

　　８　安全・品質確保のために導入した衛生管理施設への投資金額について、
　　　過去５年間の総額に該当する金額区分一つに○印を記入して下さい。

　　９　市場における廃棄物の再生利用への取組みについて、
　　　該当するものすべてに○印を記入して下さい。

　　　　　　　　　　　　　　ざんし

　　10　取引後の電算処理について、該当するものすべてに○印を記入して下さい。
　

活 魚 槽 あ り

活 魚 槽 な し
⑮

１

２

100 万 円 未 満

100 万 ～ 500 万 円

500 万 ～ 1,000 万 円

5,000 万 ～ 1 億 円

1,000 ～ 5,000 万 円
⑯

１

２

３

４

５

1 億 ～ 5 億 円

10 億 円 以 上

5 億 ～ 10 億 円

６

７

８

市場で再生利用している

再生処理の業者に引き渡し

⑰

⑱

１

２

⑳ ４

魚類等

ざんし

の残滓

魚 箱 21 ５

市場で再生処理している

再生処理の業者に引き渡し

３

市況情報の電算入力

精算業務の電算入力

23

24

１

２

す べ て 手 集 計 26 ４

決済業務の電算入力 25

　活魚槽とは、陸上に常設しエア
レーション等により酸素を供給す
るものをいいます。

　魚類等の残滓とは、選別・処理の段階で排出される雑魚、魚の内臓、貝殻
及び養殖のへい死魚のことをいいます。
　また、魚箱とは水揚げ・出荷等に使用する発泡スチロール、プラスチック
等の化学製品を材料とする魚箱のことをいいます。

　市況情報の電算入力とは、魚種別・漁業種類別に取扱数量、金額等の市場取引の結果
を電算入力している場合のことをいいます。
　精算業務の電算入力は、出荷者・買受人等に対する精算業務を電算処理で行っている
場合のことをいいます。
　決済業務の電算入力は、決済業務を電算処理で行っている場合のことをいいます。
　すべて手集計は、取引の結果を電算処理によらず、手集計で行っている場合のことを
いいます。

　衛生管理施設とは、HACCP、一般衛生管理
など食品の品質・衛生管理の向上を図ること
を目的として整備された施設のことをいいま
す。具体的には、手洗い設備、長靴消毒槽、
選別機、殺菌海水装置等が該当します。

廃棄処理の業者に引き渡し ⑲ ３

22 ６廃棄処理の業者に引き渡し

廃
棄
物
の
再
生
利
用
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